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明治大学社会科学研究所紀要

ドイ ツにおける資本主義転化論 と日本への影響

一資本 と経営の分離をめぐって一

柳 澤 治☆

Thediscussionabouttherelationsbetweenownershipand

entrepreneurshipoftheenterpriseininterwarGermany

anditsimpactincontemporaryJapan.

OsamuYanagisawa

は じめに

研 究課題 「ドイ ツにお ける資本主義転 化論 と 日本へ の影響 」(社 会科学研究所個人研究2000年!IE・一一・・2001

年度 、研 究代 表者柳 澤治)に 関す る研究 の成果 の一部 はこれ までの ところ以下の形 で発表 され た。① 柳

澤治 「戦前 日本 の 統制経 済論 と ドイ ツ経 済思想 一 資本主義 の転 化 ・修 正をめ ぐって一 」『思想』(岩 波 書

店)第921号,2001年2月,120-140頁 、② 同 「ドイ ツの資本 主義転化 論 と日本への影響一初期 統制経済 論

の場 合一 」『政経 論叢』第69巻4・5・6合 併号(加 藤隆先生退 職記念)2001年2月 、27～54頁 、③ 同 「戦時期

日本 にお け る経 済 倫理の 問題(上)(下)j『 思想 』第934号 、2002年2月 、74～101頁 、第936号 、同4月,127

～147頁 、④O.Yanagisawa,"GerncinnutzgehtvorESgennutz"imStreitumdieNeueSYirtschafts。rdnung

inJapaninderkritischenZeit,in:R.G6mmelA!.A.Denzel(Hg,),WeltwirtschaftundWirtschaftsordnung

(FestschriftfllrjUrgenSchneiderzum65.Geburtstag),Stuttgart2002,301-313,な お本研 究 に関

連 す る学 会報 告 ・講 演 と して は、(a>同1戦 間期 経済 と 日本 の経 済学」'慶磨義 塾大学福澤先 生没後100年

記念講 演会 、2001年2月2日 、 日本橋 ・丸善、(b)同 「日本にお けるナチ ス経済思想一公 益優先 論をめ ぐっ

て一 」社会経 済史学 会関東部会 、2002年3月16日 、早稲 田大 学、ほかがある。

上の研 究成果 は 、①1920年 代及 び30年 代 初頭 の ドイ ツにお ける資本 主義経済 の構造転 化を め ぐる経 済

学者 の論 争 と、戦前 日本 の統制経 済誌へ のその影響、及 び②資本主義 の転化 の認識 を土台 と したナチ ス

的 な経 済 思想 と 日本 でのそ の受容、 とを内容 とす るものであ って、詳細 は上 記の論文 にす でに示 してい

るの で、 ここで再度繰 り返す必 要はない と思 われ る。そ こで本稿 で は、本研究課題 に関 わる重要 な論点

であ りなが ら上記論文 において は僅 か に言及す るに止 まった、「所 有(資 本)と 経営の分離]の 問題 を と

☆政治経済学部教授
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り上げ、それに関 して論点の所在 を明 らかに し、それに関わる研究上の成果を要約す ることに したい。「所

有 と経営の分離」の問題は、資本主義の企業 ・経営形態の転化に深 く関連 し、従って資本主義の構造転

化の基i本的な問題局面を形づ くるか らである。

(1)戦 前 ・戦 時 日本 に お ける 「資 本 と経 営 の分 離」 の論 点一 先行研 究の 成果 と観 点一

資本主義的企業 における資本の所有 と企業活動、 とくに株式会社形態の企業における資本所有者(株

主)と 経営活動の担い手(重 役)と を区別 し、前者に対 して後者を重視するとい う観点が、経済体制の

改革のあ り方 と関係 して、重大な政治問題 となるのは、近衛第二次内閣 において経済新体制が激 しく論

議 された1940年 頃の時期であった。経済新体制に関する今 日もなお最高の水準の研究である中村隆英 ・

原朗両氏の共著論文 「『経済新体制』」(『「近衛新体制」の研究』〔年報政治学1972年 〕岩波書店、1973年)

は、この間の事情 を次のよ うに捉えている。

① 近衛第二次内閣においていわゆる 「新体制」問題の一環をなす 「経済新体制」が活発に論議 され、

政治的な重要問題 となったのは1940年 秋か ら1941年 夏にいた る時期であったが、 しか しその発想は、そ

れ より前、 とくに笠信太郎著 『日本経済の再編成』(中央公論社、1939年)に 示されていた。 「資本 と経

営の分離」はその 中で提示 された最 も重要な論点の一つであって、その構想は、資本の営利追求の活動

に対 して、企業の経営的側面を優先す るもので、企業の目標を利潤第一主義から生産第一主義へ転換す

るとい う考えと密接 な関係を有 していた。 この考え方 は笠信太郎 と彼が所属す る昭和研究会か ら企画院

にひきっがれた。

② 経済新体制の立案に関与 した企画院の革新的官僚(美 濃部洋次、迫水久常、毛里英於菟 ら)は 、

企 業所有 と企業経営 との機能上の分離、それによる経済活動の利潤本位か ら生産本位への転換 とい う観

念 を重視 し、彼 らはそれを経済新体制の構想の基軸的な位置に据えた。 しか し1940年9月 初旬にそれが報

道 され ると財 界はその構想に激 しく反発 し、これを資本主義に対立する 「アカの思想」として攻撃 した。

③1940年12月 に閣議決定 された 「経済新体制確立要綱」においては、 この対立は 「資本 ・経営 ・勤

労 の有機的結合」 とい う文言の形で妥 協的に決着 したが、 しか しそこに見 られ るよ うに企業における資

本 と経営 とは明確 に区分され て認識 され、 さらに資本所有者に対 して、企業担 当者 とその創意 ・責任 と

が重視 され ることになった。

経済新体制それ 自体の分析 に重点をおいたこの中村 ・原論文に対 して、最近の研究は、 日本における

戦前 ・戦時 と戦後との聞の経済体制の関連とい う観点か らこの問題に注目す る。たとえば岡崎哲二氏は、

株主に対す る経営者重視は、戦後 日本の企業システムを特徴づけることになるが、 しか しすでに戦時期

に、株式会社の株主の役割 と権限が制限 されて、経営者の地位が強化 され るとい う現象が見られたこと
、

その面において戦時 と戦後 とは連続す る、と指摘する。 岡崎氏は、 とくに第二次大戦の総力戦の さ中に

作成 された軍需会社法(1943年10月)を 「商法に定め られた株 主権限を明示的に制限 した点で画期的な

法律 であった」とその意義を高 く評価 し、これを 「企業システム」の面か ら捉え、それを戦後の経済同

友会の 「企業民主化」の構想 に見られる経営者重視の観点に結 びつ ける。ω
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菅山真次氏も同 じように、財界の革新派を中心に戦時下に結成 された重要産業協議会の流れをひく戦

後の経済同友会に注 目し、それが作成 した 「企業民主化試案」の内容を分析 して、その考えの原型が戦

時に着想 されていた ことを重視 した。企業民主化の原案を作成 した大塚萬丈は、すでに昭和10年 代半ば

の理化学研究所(所 長は大河内正敏)の 時代に 「所有 と経営の分離」を構想 していたのである。また春

見濤子氏はこの大塚の戦後における 「企業民主化案」を詳細に分析 している。ω.

大塚萬丈にみ られ るよ うな 「所有 と経営の分離」に関す る考えを単に総力戦期ない し戦時期のみに帰

するのではな く、それ以前に遡 って思想史的ない し学説史的に捉えるのは、浅井良夫氏の最近の著書 『戦

後改革と民主主義』(吉 川弘文館、2001年)で ある。浅井氏は、この問題が早 くも1910年 代初めに上田貞

次郎によって先駆的 に提示 され、1930年 代には培地庸治郎 ら経営学者が議論をさらに深めていた事実に

注 目し、中村 ・原論文が重視 した笠信太郎のこれ に関わる考えも、これ ら 「新進の経営学着たち」の議論

を取 り入れた ものではないか、と推論 している。{3)

岡崎氏 らの最近の研究は、戦後 日本経済の特質 と戦前 ・戦時の局面との関連を問 うものであって、「経

済新体制」の時代状況 とその歴 史的特質に焦点 を合わせて解明 した中村 ・原論文 とは視点を異に してい

る。それ ら最近の研究か らわれわれは 「所有(資 本)と 経営の分離」の問題 がさしあたって次のよ うな

特質ない し側面をもっていたことを知ることができる。

① この問題は、企業形態 としての株式会社における経営者(取 締役)と 株主との関係、 とりわけ前

者が後者か ら相対的に自立 して活動 しうる範囲 と可能性に関係 してお り、 とくに浅井氏が適切に指摘 し

たよ うに、商法(会 社法)に おける取締役(会)と 株主(総 会)の 関係の問題に集約 される。株主総会

に対 して取締役会の権限を強化する1950年 の商法改正は、その意味で画期的な意味を持つことになった

のである。

そ うだ とす るとこの問題は、法律学の分野、特に株式会社法史に関する研究と関連することになろ う。

大隈健一郎氏をは じめとす る株式会社法史の考察、と りわけ昭和13年(1938年)の 商法改正における株

式会社法にっいての奥島孝康氏や、 ドイツ・ナチス商法学の 日本への影響を克明に解明した正井革袴氏ら

の緻密な研究成果は、まさに上記の問題に直接関係することになるだろう。その場合資本 と経営の分離

は、いわ ゆる 「企業 自体」の認識 と一体とな って問題 とされていた。そ してそのよ うな観念の提起者 と

して、W.ラ ーテナウの株式会社論に重要な位置が与え られていたことに注意 しなければな らないω。

② この問題は、 しか し、単なる法制上ない し機能上 ・システム上の問題に止 まるのではな く、よ り

広 く戦前 日本資本主義の改革の問題、とくに戦後rl本 の経済民主化と密接に関連 していた。菅山 ・春見 ・

浅井三民は、 とくにこの点 を重視 しているように思われ、この問題 をもっぱ ら企業 システムとい う機能

的な側面を中心に捉え、それをとりまく歴 史的な諸条件ない し構造的な関連、従 って戦時 と戦後の問に

存在す るその断絶面=「 経済民主化jの 認識が弱 く、両時期間の連続面のみが印象づけ られる岡崎氏の

それ とはかな りの異なりを示 している。そこでは所有 ・経営分離論は、持株会社による企業支配の解体、

財閥の解体と結びついて、戦後改革の一環 をなす経済民主化の重要な論点をなす ものとして理解され、

戦前・戦時 との連続性は、このような経済民主化 ・(断絶面)に 結びつ く政策思想上の先駆 として捉えられ
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る。 しか も彼 らはその際 この民主化案が、同時に資本 主義の修正の構想 と結びつけられていたことを重

視す る。そこには資本主義的企業の自由放任主義的な営利主義に対する批判が含まれていた。営利主義

に対 して企業の社会性 ・公共性 とい う新 しい観点を提示 し、その立場か ら経営者の役割を重視 しよ うと

す るものであったのである。経済民主化 としての所有 ・経営分離論は、同時に、このよ うな自由放任主

義的な資本主義批判を前提 とす る一つの資本主義修正論に他ならなかったのである。

それでは上の① と②の局面は、中村 ・原論文が解明 した戦前 ・戦時期の資本 ・経営分離 をめぐる議論、

とくに 「経済新体制 」をめぐる諸思想 ・諸構想やその対抗関係 と内容的 にどのように交錯するのだろう

か。利潤第一主義 に対する生産本位の観念、公益優先や指導者原理 との関連、営利原則 と会社の公共性

をめ ぐる論議、等当時の論議 との関係 をどのよ うに考えるべきであろうか。浅井氏はこの問題に関連 し

て上田貞次郎や培地庸=治郎の議論が存在 したことに注 目されているが、それは株式会社法に関する研究

が示す事実 といかに関連するのだろ うか。

その際注目すべき点は、資本 ・経営分離をめぐる戦前の 日本 の議論が、決 して世界的な動向から孤立

して、 日本的な基盤の上のみで展開されたものではなかったとい うことである。浅井氏が指摘 したよ う

に、アメ リカのA.バ ー リー とG.ミ ーンズはすでに戦前において培地庸治郎 らによって注 目されていた。

しか しバー リー ・ミーンズ と並んで、否む しろそれ以上に注目されたのが、株式会社法史の研究が指摘

するようにW.ラ ーテナ ウの見解であり、またJ.Mケ インズのpubliccorporationの 考えであbた 。そ

して またナチス ・ドイツの影響 も問題 とされねばならない。所有 ・経営分離の議論は、決 して 日本特有

の問題 だったのではな く、株式会社制度の発達 した資本主義国に共通の問題であったのであ り、しかも

そこでもそれは単に株式会社の 「構造転化」の問題 としてばか りでな く、資本主義的な営利第一主義へ

の批判 と結びついて提示 されていたのである。戦前 ・戦時の 日本の社会科学者はその状況を的確に認識

していた。かれ らの知的関心は今 日のわれわれが想像する以上に世界的な広が りをもっていたのである。

以下、その中で とくに重要なW.ラ ーテナウを中心にしなが ら、戦前B本 における所有 ・経営分離論の

状況 と欧米学説 ・思想 との関連を考察し、それ を通 じて上記の問題の解明に接近す ることに しよう⑤。

(2)向 井 鹿松の 自立 的企 業(超 株 式会 社)論 と小 島精 一の批 判

W・ ラーテナ ウ とJ.M.ケ イ ンズ との関連一

① 向井鹿松の自立的企業論 と小島精一の批判

所有 ・経営分離論が、株主か らの経営者の機能上の自立 と後者の地位の強化の認識や主張と結合 して

いたことは上述 したが、そのような議論の先駆者は上田貞次郎であ り、その 「企業者職分」論が株式会

社論 との関連で注 目されてきたことはよく知 られている㈲。しか し田本の株式会社論が大きく前進 したの

は昭和に入 ってからであり、わけても向井鹿松による企業自主論、超株式会社論はとくに重要な位置を

占めることにな った。向井の議論を克明に分析 した晴山英夫氏は次のように評価 しているω。

「しか し、たとえそ こに多 くの論理的飛躍や事実誤認があったとしても、向井の提起 した理論 と理念

は会社支配論 にとって新たなる分野を開拓 したものとして高 く評価 されねばならない。上田貞次郎によ
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って示唆 された所 有と経営の分離の考 え方は、まだごくプ リミテ ィブな形であるが、向井によっては じ

めて一つの理論 として導入 され、消化 され、展開 された。株式分散の意義の評価、経営者に よる会社支

配 とい う新たな理念の提唱、大株主 と経営者の闘争に関する指摘などは、いずれ も会社支配論の核心的

部分に迫る認識 と考察を示すもので あ り、その後の理論の展開と発展に大きく貢献す るところがあった

といわなければな らない。」

株式会社論に基づ く向井の企業の社会化 ・自主化論は、すでに1929年 の著書 『経営経済学総論』(千 倉

書房)で 展開 されていたが、その認識は さらに改造社版 『日本統制経済全集』10巻(1933・34年)の 第1

巻をなす向井担 当の 『統制経済原理』の中で深められ、その中で企業の自立化論は、国民経済の国家的

な統制、っま り統制経済の構想 と関連づけられた。向井は、企業経営が企業の所有者 によって担われ、

その活動が営利 と結びつ き、かつ社会的貢献と結合 していた 自由経済の時代は過去の ものとな り、代 っ

て資本所有者と企業経営者 とが分離 した株式会社制度が優勢となった、と指摘する。株 式の有限責任性、

株式の証券化 と流通、株主の総数の増加 と一人当 りの持株数の減少、事業経営権の重役への委譲、等 に

より、株主は会社経営に対す る関心 を弱め、単なる不労所得者に転化す る。確に株式の分散によって、

会社資本の…小部分 しか所有 しない大株主が会社を左右する可能性も増加するが、 しか し企業の拡大に

よって経営の指揮は技術的な困難 さが増大するか ら、企業経営 に対 して十分な資質をもっ重役が実際上

は会社経営 において指導的な役割を演 じることになる。向井はこのように認識する。

他方、向井は株式会社に基づ く大企業での官僚制的な傾向を見逃 さない。企業活動を任 された経営担

当者は、かつての所有者経営の場合 と異な り、経済的利害によって直接的には左右 されず、与えられた

rl常的な職務を確実に実行 しさえすれ ばその地位が確保 され、昇進 も可能 となる。 こうして企業の創意

や活力は減退 し、事務的 ・機械的な組織に近づいてい く。株式会社のこのような現実の中に、向井は会

社の私企業 としての存続の困難性を看取 し、そこに資本主義的企業の 「使命」の終焉の可能性を見るの

である。向井は、会社株主への配 当を定額に固定 し、株主か ら事業を分離 して、事業を事業として自立

させ、「事業 としての事業]の 受託者たる 「新経営者」(重 役)が 新 たな経営基準 と新 たな事業道徳にも

とついて、いわば 「公人」としてその事業を遂行する可能性を展望する。企業は今や資本主義的企業で

はなくなるが、株 主の所有権 と配当の取得は否定されず、営利原則も存続する。従ってそれは社会主義

的でも、公企業的でもなく、いわば 「公私企業∂)中間物」 とい う性格を もつことになる。それを向井は

超株式会社 と名づけた(S)。

向井鹿松の この構想は小島精…によって厳 しく批判 される。『企業統制論』(千 倉書房、1930年 、1934

年)の 著者小島は、株式分散の傾向、重役の拾頭等を認 めるが、企業の自立化に対 しては強い疑念 を表

明する。 まず株式分散は比較的低い割合の株式所有によって会社を支配する可能性を生む。大財閥によ

る支配権の拡大がそれによって容易 となる。また雇傭重役 は向井の考えるような自由 ・独立の存在では

なく、大財閥の中心的指導者の手足の延長で しかない。大株主の利益に逆 らってまで社会奉仕的な経営

を実行する存在 とはとても考え られない。また重役の報酬は、結局は会社の利益の状態によ り左右 され

るから、彼 らの関心は利潤増大の方向に向かわざるをえない、と{9)。
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小島精一が批判 したように向井鹿松の 自立的企業論は重大な欠陥を有 していた。株式会社における株

式所有者 と会社経営者 との分離 と結合の関係の問題、後者の相対的 自立の可能性 と前者による会社支配

の可能性の問題は、この後 も様々な形で議論され ることになるが、向井 ・小島論争は企業経営をめ ぐる

このような議論の出発点 となった。その際注意すべき点は、向井の企業それ 自体 とその 自立化論、自律

的企業論=超 株式会社論が単なる株式会社論ない し企業経営論 としてではなく、国民経済における企業

の役割、その社会的ない し公共的役割の問題 として提起 されていたことである。そこで問題 となってい

たのは、自由主義的な資本主義経済の行きづま りとい う時代的状況であ り、その中での企業経営のある

べき姿であった。企業経営の新 しい構想は、国民経済の全体的な問題の克服 と新 しい経済体制の創出の

不可分にあったのである。向井は、 自由主義的 な資本主義経済に代わる次の経済段階 として、国民経済

に対する国家的統制の体制を構想 し、企業経営 に関わる先の考 えをこのよ うな統制的経済論 に結びつけ

たのである。所有 ・経営分離論は、 こうして資本主義経済の転換、 自由主義経済から組織的ない し統制

的経済への移行の論議め一環 を形づ くることになった。

向井のこのよ うな考 えは、上述 したように 『日本統制経済全集』の第一巻 『統制経済原理』の中で展

開 された。そして向井に続いて 『日本統制経済全集』の第2巻 の執筆者 となったのが笠信太郎であ り、笠

はそれか ら間 もな く 『日本経済の再編成』を世に問 う。そ して笠のこの書物や、この書物か ら大 きな影

響を受けたと思われ る革新官僚の経済新体制論 で問題 となる 「資本 と経営の分離」論は、内容的にみて

向井のそれ と大きな共通点を有することになるのである。

その際われわれは向井が、慶応義塾大学の教授 としてばかりでなく、1930年 に発足 した産業合理化に

関する政府の臨時産業合理局の統制委員会(委 員長松岡均平)に 所属 し、吉野信次、田中耕太郎(東 京帝

大)、 渡辺銭蔵(東 京商工会議所)ら と共に、委員 として活動 し、重要産業統制法(1931年)の 立案に関与

したこと、さらに内閣の国策調査機関として1935年 に設置された内閣調査局の専門委員にも指名 された

ことに注 目しなければならない。つま り向井は、国民経済の国家的統制の具体化の中でその政策形成過

程の中心に位 置 していたとい う事実である。この ように向井は当時統制経済論の第一人者であったので

あり、彼の 『統制経済原理』が 『日本統制経済全集』全10巻 の冒頭第1巻 を飾ることになったのは当然で

あった。統制経済をめぐるその後の議論にとって本全集がもった意味は決 して小 さくな く、向井の 『原

理』は、統制経済論のその後の展開の重要な理論的出発点をなすことになったのである。その中で展開

された所有と経営の分離に関す る向井の考えは、国民経済の国家的統制 とい う全体的な構想 と一体にな

っていた点で、ま さに注 目すべき位置を占めたのである。

②W.ラ ーテナ ウの 「株 主なき株式会社」論 ・自律的企業論

向井鹿松の自律的企業論 ・超株式会社論は、W.ラ ーテナウとJ.M.ケ インズ、 とくに前者の 「自律的

経済」(Auton。meWirtschaft)・ 「新経済体制」(NeueWirtschaft)に 関す る議論か ら大 きな影響を受け

ていた。ラーテナウについて中西寅雄はこう述べている。 「企業における所有と経営の分化を最初に唱導

したのは、わた しの知るかぎりでは、ワルター ・ラーテナ ウである。1920年 代のは じめにおける ドイツ

の偉大なる企業家であ り同時に経済思想家であったワルター ・ラーテナ ウは、『来るべき経済の新秩序』
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(中略)な る著作 におい て、は じめて大企 業にお け る所 有 と経 営の分化 な る現象 に着 目 した。j(10}ドイ ツの

電機 工業の コンツェル ン、アー ・エー ・ゲー(AllgemeineElektrizitgt-Gesellschaft,A.E,G.)社

の重役、 つ いで社長 とな ったW.ラ ーテナ ウ(Rathenau)は 同社 の設 立者 エ ミール ・ラテナ ウの息子で 、

第 一次大 戦期 には戦時経 済 の運営 に携わ り、戦後 は復興 相 、また外相 と して活 躍す るが、1922年 に暗殺

され る。 この間に彼 はい くつ もの講 演や 著述 を行 うが、向井 が注 目 した のは とくに 『来 るべ き事』(Yon

kommendenDingen,1917)と 『新 しい経 済』(DieneueWirtschaft,1918)で あ った。

資本 主義 社会の 「機械 化1と 「組織化 」 ・分業化 の必然性 、それ によ る人間の 自由の疎外を問題 とした

ラー テナ ウは、広 い社会的 支持 を確 実 に しっ っあ る社会主義 に対抗 して、営利 欲 に よ らず しか も社会 的

な責 任 を 自覚す る新 しい資本 主義 を構想 した。 そ こで彼 が注 目 した のは企業 にお ける株 式会社形態 の発

展 とい う現実 であ った。彼 は株 式会 社にお ける株 式の証 券化 と流 通、それ による所 有 の 「非人格 化」、所

有請 求権 の細 分化 と流 動化の 事実 を重視 し、企業 はそ の結 果所 有か ら自立 して独 自の生命 を与 え られ、

その 運営 は官 僚制的 な指 導機 関が 中軸 とな って行 われ るよ うにな る と考 えた。 そ して ついに は企 業はそ

の収 益 の 中か ら所有者 の持分 を買戻 し、 自身 がそ の所 有者 とな るこ とがで きる。 企業 の客体化 、所有権

の廃1ヒ、 株主 な き株式 会社が 実現 し、企業 の財 団化 ない し国 制化が 達成 され る。 この状態 をラーテナ ウ

は 「自律 」(Autonome)と 呼 んだ。

株 式 資本 は漸次株 主 に返 済 され、 他 方、その所 有権 の一一部 は企業 で働 らく職員や 労働者 に分 与 されね

ばな らな い。 自律 的な企業 は、食欲 な営利 追求 に代 わ って 、責任 の意識 と自覚 に基づい て運営 され る。

しか し私的 なイ ニシャ チ ヴは存続す るので、企 業は行 政 と私 的 な営 業 との中間的 な構 成体 とな る。無駄

が排除 され 、労働 は効 率的 とな り、生産 は合理化 す る。余剰 は蓄積 され 、企業 の改 善 と拡張 に向 け られ、労

働 者 は労働収 益の配 分 に加 わ る。以上が 『来 るべ き事』にお ける ラーテ ナ ウの 自律的企業論 であ ったω 。

ラーテ ナ ウの 『来 るべ き事』 は、 ドイ ツで は 、単行本 と して1917年 に刊行 されて62刷 、最 初の著 作集

に収 め られて7刷 、新 しい著作集 で1929年 まで に83刷 を重ね るほ どの広 い読者層 を獲 得 した 書物で ある。

翌1918年 に公 に され た 『新 しい経済 』(12)も著作集 に収め られ るまでに単行本 と して54刷 を記 録す るほ ど

のベ ス トセ ラーで あった。 この 『新 しい経済 』 は、戦争 終了後 に採 用 され るべ き新 しい経済 秩序 につ い

て ラー テ ナ ウの 考 え を表 明 した も の で あ り、 「経 済 は も は や 私 的 な こ とが らで は な く共 同 体

(Gemoinschaft>σ)問 題 であ る1と い う観 点か ら、 国民経 済 の組織 化、共同経済 への編成替えを構想 した

もので あ る。 そ こでは株 式会 社 の機 能転化 論は 、 自発 性 と責任 性 とを重視 した 自治的 な組織 体 を土台 と

す る国 民経済 の共 同体的 ・有機 的編成 に関す る構 想 と結合す る。 先 に見た よ うに向井鹿松の 自律的 企業

(超株式会 社)論 は、国民経済 の統 制経済的 な編成 の観念 と一体 となって いたが、・その構想 は ラーテナ ウ

の この考 え と大 き く重 なる もので あった。

第 一次 大戦 が終 った直後の1919年 に発表 され た 自著 『自律経 済』(Aut・nomeWirtschaft)に お いて、

ラーテ ナ ウは 「株 主な き株 式会 社」論 と共同経 済論 とを再度 取 り上 げ、 その意義 を強調 した。 「自律的」

な企 業 を土台 とす るこの 「自律経 済」・「新経済 」 の構 想 は、 この場合 、彼の激 しい 社会主義 ・社 会民主

主義 批判 と密接 に結合 しっっ 、 当時 のマル クス主義 的な 社会化 論や国 有化論へ の対抗 と して提 示 され た
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の で ある《13)。

共同経済 論 の観 点 と結合 した ラーテナ ウの株 式会社 の機能転化論=「 株 主な き株 式会社」論 ・「自律企

業i論 は、 向井 と同時 代の 商法(株 式会社 法)の 専門家 の注 目す る ところ とな り、彼 らはこれ をい わ ゆ

る 「企 業 自体」 論 として受 け止 めた。 田中耕太 郎、亀 井秀夫、 大隈健一郎 、 三藤 正等 の見解 をめ ぐる同

時代 の議論 の状況 について は、先 に紹介 した正井 軍袴氏の研究 に よってその概要 が示 され た通 りであ る。

た とえば大 隈健一郎(京 都 帝大 法学部教授)は1932年 の論 文(14}で 「学者 が株 式会社の基本観 念 に着 属 し

初 めた のは極 めて新 ら し」い と指 摘 し、 「この方面 の研 究」は 世界大戦後 の ドイツにお いて株式 会社法 の

改正 が議 論 され るにい たった の を機縁 して展 開 した と述べ る。 大隈 は、そ こで株 式会社 に関 わ る新 らた

な現 象 を 「一 時的 」な もの とす るか、歴 史的展 開 に制 約 され た 「固有 の問題 」 とす るか をめ ぐる学説 の

対立 を、F.ハ ウスマ ンの所論 に注 目しつつ具 体的に検 討す る。 大隈は、 ラーテ ナ ウを後者 の観点に立つ

もの と し、株 式会 社 を共同経 済 の構 想 と結 びつ け る 「イデ ア リス ト」 と して紹介 し、その見 解 を次 の よ

うに要約す る。即 ちラニテナ ウは企業 家株 主の概念 を認 めず 、株 主の企 業に対 する関係 を、一時的株主(投

資株 主 ・投機株 主)の 視角か ら捉 える。株 主総 会は これ ら個 々の株 主の集合 か らな り、その意思 は多数 決

原 則 に従 って 表現 され るので あ るが、 ラー テナ ウは この株 式総会 に対 して 、公 共 の利 益のた め に企業 自

体 を保護 す べ きこ とを求め る。 ラーテナ ウは株 式会 社 の この本質 を発 展 させ て共 同経 済的 な意義 に結 び

つ ける。F.ハ ウスマ ンは この考 えを 「企業 自体 」(Unternehmenansich)と 呼 んだが、 このい わ ゆる「企 業

自体」こそ ラー テナ ウに とって、自身の共 同経済思想 と株 式会社論 を結合 させ る基本 的 な観念 なのだ、と。

以 上の よ うにラーテ ナ ウの考 えは、戦前 の 日本 にお いて広 く知れ わた っていた ので あ り、 従 ってす ぐ

この後 に 日本 経済 の再編成 あるい は国民経 済の統制経 済的組 織化 との関連 で論ぜ られ る 「資本 と経営 の

分 離 」論 は:こ う した ラーテ ナ ウー向井的 な議論 の展 開 上にあ った とい って も決 して過言で は ない ので

あ る。

③J.M.ケ イ ンズ の公 益的 会社(publiccorporation)論

うー・・テナ ウの議 論 は ドイ ツにお いてのみ でな くイギ リスや ア メ リカで も反 響 を呼 んだ。著名 なA、A.バ

ー リー ・G.C.ミ ー ン ズ共 著 『近 代株 式 会 社 と私 有財 産 』(A.A.Berle,Jr./G.C.Means,TheModern

CorporationandPrivateProperty,1932、 北島忠 男訳 、文雅 堂銀 行研 究社、1957年 、1986年 〔11版〕)

は,冒 頭 でT.ヴ ェブ レン㈹ と共 に ラーテ ナ ウの 『新 しい経済 』に注 目し、さ らに最後 の 「株 式会社の新 し

い概 念 」に関 して 、同 じくラーテナ ウの 『来 るべ き事』 か ら所 有権 の非人格 化、企業 の客観 化、所 有 権

か らの財 産の 分離 に関す る文 章 をわ ざわ ざ引用 してい た。 この 『来 るべ き事 』はそれ よ り10年 ほ ど前 の

1921年 に 、"lnDaystocome"の タイ トルで英訳 され ロン ドンで刊行 されてお り(16)、英 語圏の多 くの人 々

に読 まれ る下地 はす で に整 ってい たので ある。

と くにイ ギ リスで は、 ラー テナ ウと同時代 に、 ギル ド社会 主義が産業 の 協同的 な編 成の構想 を主張 し

てい た。 ラー テナ ウの 後の 著作 に は明 らか にG,D.H.コs-・ 一一ル の 『産 業 の 自治 』(Self-Governmentin

Industry,1917)の 文 言 と酷 似す るものが見受 け られ る と指 摘 され るよ うに(17}、イ ギ リスの ギル ド社会主

義 とラー テナ ウ的 な共 同経 済誌 とは観 点 は大 き く異 な るが 、 しか し資本 主義 修正論 と しては同時 代的 な
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併行的 な関 係 にあ り、そ こに は相 互に 交流 し合 う状 況が存在 して いたので ある。

そ のギル ド社会主義 の一 角 をなすR.H.ト ー ニー の 『獲得 社会』(Tawney,TheAcquisitiveSociety,

1,0ndon,1921,ReprintedAugusti921,Januaryl922,Septemberl922)の 内容 は、向井鹿 松 よ りしば

らく前 、独 自な株式 会 社論(18)を展 開 した上 田貞 次郎 が注 目しこれ を 自身の 考 えに引 きつ けて 日本 に紹介

して い た"9)。 トー ニー は 、 これ まで利 潤 と生産 能率 とを結 合 して きた鎖 が弱 ま り、 「事 業(business)」 の

儲 け 主義 と「科 学的 な経 営(industry)」 とが対 立 しつっ ある こ とを指摘 して、 こ うした 「事業 」と「経 営 」と

の 「分離 」(seperation)に 対 して ミ産 業iの専門職 業化 、機能 的 な事 業の組 織化 を提起 し、「所有(ownership)

と労 働(work)と の分離 」、 「機 能 な き財 産権(functionlessproperty)の 専制 」を克服 して、資本 家 を生産

支配 か ら排 除 し、産 業 を解 放 す るこ とを構想 す る。労働者組 織 を重視す る トーニー と、企業者 職分(重 役)

の役 割 に期待 し、結局 はマ ー シャル 的 な経済騎 士道論 に近づ く上田貞次郎 とは基本的 に立場 を異にす る。

だ が上 田が 注 目 した よ うに、所 有 ・経 営分離 論 は イ ギ リスにお いて も論 議の 対象 とされ てお り、それ は

また ドイ ツ と同様 、不 労所得 や 無制 限の営利 追 求 の問題性 に対 す る厳 しい批 判 と一体 とな って提 起 され

ていた の であ る。

向井 鹿松 や 小島 精一 、 その 他多 くの 日本 の知 識 人 によ って 注 目され た、J.M.ケ イ ンズの 『自由放任

主義 の終 焉』(TheEndofLaissez-faire,1926)も 、単 に 自由放任 主義の 終わ りを指 摘す るだけ でな

く、 同時 に株 式 会 社の変質 に注 口し、資本所 有者(株 主)と 経営 の分離や 大企業 ¢)社会化、公 共的 会社

ない し公 益的 法人(publiccorporation)へ の接近 を重視 していた。大隈健 一郎 は先 の論文の中で、r株 式

株 会社 の根 本的考察 に於 ける 『企 業 自体』の意義 は又、英 国の経済政策家ケー ンズによ り高揚 されてい る」

〔20)と述 べて
、.その該 当個所 を 引用 してお り、 ケイ ンズの所 有 ・経営分 理論 と公 益的 法人論 は、同時代 の

日本 の知 識 人に大 きな反 響 を与 えていた ので あ った。

1924年 にオ ックス フォー ドで、つ いで1926年 にベ ル リン大 学 で講演 され たケイ ンズ のこの 『自由放 任

主義 の終 焉』 は、個 人 主義 と 自由放 任、 私的利 益 と全 体の利 益の調和 に関す るこれ ま での議 論 を批判 的

に検討 し、そ の非現 実性 を指摘 して 、現 実の事 実 分析 の必要性 を強調 した。彼 は マー シャル の経済騎 士

道 論(1907年)に お け る 「産 業の統 帥(captainofindustry)」 への期待 とその指 導的 な役 割論 に対 し

て疑 念 を示 し、政府 の 「なす べ きこ と」 と 「なす べ か らざるこ と」 とを 区別 し、 「なす べ きこ と」を実行

で き る よ うな 「政 府 形 態 」 を 民 主 制 の 枠 内 で 工 夫 す る こ と を 主 張 す る。 「半 自治 的 な 組 織 体 」

《scmi-autonomousbodies)は そ の一つ であ る。株 式 会社制度 は一定の規模 に達す る と、個人主義的私企

業の役 割 に止 ま らな くな り、 資本所 有 と経営 とが ほぼ完全 に分 離 して、経営 は株 主 のための極 大利 潤 よ

りも法人 組織 の安 定 を重 視す る よ うにな る。 も とよ りそれ が企 業の保守 化 につな が り、企業 の衰微 を早

め る こ と も予想 され るが、 しか し私 的利潤 に反対 す る社会 主義 、国家 社会 主義 に対応 す るた めには、企

業の 上の よ うなあ る程 度 の 社会化 、半 自治 的な法 人化 の政策 が採用 され るべ きな のであ る、 とω 。

所 有 ・経営 分離 論 は 、ケ イ ンズの場 合 も、 単 な る株 式会 社論 、企 業 システ ム論では な く、 白山主義的

経 済へ の批判 と結 合 してい た。企 業 の社会化 の認識 は、 この場 合、民主制 の枠 内にお ける半 ば 自律 的 な

組 織 体 と して の公 共的 会社(公 益 的 法人)の 構 想 の提 案の形 を とる。資本 主義 は、賢 明に管理 され るか
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ぎり、経済的 目的 を達成す るうえでどの ような代替システムにもま して効率的な もの としうる、とい う

ケインズの観念が、マルクス主義への批判 と結びついていたことは勿論であるが、同時に彼 の構想が、

資本主義 の欠 陥の認識を前提に した、資本主義の運営技術の改革をめざすものであったことにも注意 し

なければな らない。

それ故ケインズのこの構想は、A.マ ー シャルの経済騎士道論 と異な り、政府の役割を重視 し、資本

主義の組織上の改革を伴っていた。周知 のように、第一次大戦前 においてマーシャル は企業家を二つの

型に分 け、構成的(constructive)な 仕事に向って指導的に活動する企業家の役割を高 く評価 し、手段

を選 ばぬ営利 活動に対 して、富の追及を 自身の利益よ りは活動の成功の しる しとみなす、そのような企

業家の騎士的 な精神に期待 した(22)。マー シャルは、 もはや単なる自由放任主義の支持者ではなく、それ

への内在的な批判者であ り、その改革の必要性 を認識 していた点においてケインズと共通 していた。 し

か しマーシャルはそれ を 「産業の統帥」 としての企業家の経済騎士道に期待 した伽}。ケインズは、それ

に対 して 「今 では こめ企業家 も色挺せた偶像と化 した」と批判 しなければならなかった。半 自治的な公

益的会社の構想はこの ような資本主義への内在的な批判、その改革 と一体となっていたのである。

(3)経 済新 体 制 をめ ぐる資 本 ・経 営 分離論 とナ チス経済 思想

① 経済新体制における資本主義の改造 ・修正の問題一 ラーテナウ=向 井との連続面一

資本 ・経営分離論が戦前 ・戦時期の日本において最 も激 しく論ぜ られたのは、経済新体制が問題 とな

る19間 年 前後であった。先に見たように中村 ・原両氏の論文 「『経済新体制』」によってわれわれは、笠

信太郎著 『日本経済の再編成』(1939年)に 代表 される昭和研究会の知識人の見解、企画院 ・革新官僚の

構想、財界のそれ に対す る激 しい反嬢、妥協の産物 としての経済新体制確立要綱の観点な ど、資本 ・経

営分離論 をめ ぐる当時 の論議の状況を知 ることができた。資本 ・経営分離の問題は、そこでは単な る戦

争経済体制のための一時的な、政策技術 上の問題ではな くて、同時 に資本主義経済の 「革新」=修 正 に

関わ る問題であった。 それは単なる企業 システムに関わる機能上の改革や株式会社法の問題ではな く、

それをこえた資本主義体制のあ り方そのものに関する議論であったのである。

しか し(2)で 述べたように資本 ・経営分離に関す る問題は、それ よりも10年 ほど前か ら論ぜ られてお り、

とくに向井鹿松 を中心 とする、統制経済論的な観点と結びついた、企業経営の資本所有(者)か らの自

律の構想 は、1940年 前後の論議の直接の先駆をなす ものであった。 しか も向井 らの考えは、W.ラ ーテナ

ウやJ.M、 ケインズな ど同時代の西欧における思想や学説に依拠 し、またそこから強い影響 を受けてい

た。所有 ・経営分離論は、欧米 においても広 く論ぜ られ、同時代の資本主義国に多かれ少なかれ共通す

る時代の問題 であったのであ り、 しか もそれは単なる企業形態や企業システムの問題 としてばか りでな

く、資本主義 の構造転化 を背景とす る自由放任主義的な資本主義体制の改革ない し修正の問題 として論

ぜ られていたのであった。1940年 前後の 日本の議論が、向井 らの先行する 日本での構想や論議か ら影響

を受 けてい るとしたら、経済新体制 との関連で問われた資本 ・経営分離 問題は、 この ような世界的な時

代的状況の中で(同 時代の表現を用いれば"世 界史的"な 状況で)、 また西欧的論議の影響を受 けつつ、
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論ぜ られていた とい うことができる。

ラーテナ ウ=ケ インズ的な観点は 自由放任主義的な資本主義 を批判 しつっ、 しかも資本主義の長所 を

重視 し、その枠内で資本主義を修正ない し改造 しよ うとするものであった。それは資本主義 を否定する

社会主義ない しマルクス主義の立場 と基本的に異な り、それと対立的な立場に立っていた。 このような

ラーテナ ウ=ケ インズ的な修正資本主義の思想が、戦前 ・戦時の日本の経済思想状況にいかに関係 した

かについては、 これまでの研究ではごく部分的な言及はあるものの{24)、立入った考察はなされないまま

で来た。本稿は、このような西欧の資本主義修正的な思想が、向井等の当時の日本の知識人に大きな影

響 を与えた事実を示す とともに、資本主義の構造転化論 と結びついたこの議論が、笠信太郎 を含 めこれ

に続 く1940年 前後の資本 ・経営分離の論議の土台を提供 したに違いない とい う立場をとっている。

もとより1930年 前後の頃 と1940年 前後 との問で時代状況は大きく変化 している。 正933年にナチスは政

権を掌握 し、1939年 にそのナチス ・ドイツはポー ラン ドを侵略 し、第二次大戦が始まった。他方H本 で

は満州事変(1931年)や5・15事 件(1932年)に 続いて、1936年 に2・26事 件、i937年 には 日中戦争が始ま り戦

時経済体制へ移行する。 この間の内外の局面の激動は、資本 ・経営分離論争に影 を落 とさないわけには

いかなかった。 とりわけナチズムの影響は最 も重要な問題であった。

② ナチス経済思想の影響

経済新体制のあり方 をめぐる企画院や革新的官僚、軍、財界等の複雑な対立的関係を背景にして、1940

年12月 に経済新体制確立要網が閣議決定 されたが、安藤良雄氏はこの要綱を 「国家社会主義イデオ ロギ

ー・一一」 と 「日本財界イデオロギー」の 「妥協的産物」であると指摘 した(25}
。「国家社会主義イデオ ロギー」

は、新体制の実現をめざす 「革新的」な立場に対応 してお り、その思想はナチス的な経済思想から大き

な影響 を受けていた。f新 体制のイデオロギーは、本来ナチスのイ ミテーシ ョン」㈱}であったのである。

事実この時期の 日本において、ナチス思想が何 らかの影響を与えたことは、安藤氏のみでな く、殆 どの

歴史家が認 めることが らである。 とりわけ企画院 を中心とす る革新官僚に対するナチス思想の影響の事

実は、先行研究がこれまで大きな関心を寄せてきた ところである(27)。しか しナチス・ドイツの影響やナチ

スか らの刺激については殆 ど共通の認識に立ちなが ら、これまでの研究はほぼお しなべてそこまでの言

及に止まってお り、ナチス経済思想 のいかなる部分がどの ように影響 したかについては、ごく部分的な

説明は見 られ るものの、それに関 して立入って分析を行 った研究は、極 端に少ないのが現状である。た

とえば毛里英於菟 らの革新官僚に対す る0.シ ュパ ンや ゴッ トル ・オ ットリリエンフェル ト、ゾンバル ト

など ∫ナチス理論家」の影響(28)、公益優先や指導者原理などナチス的思想の導入、などが指摘されはす

るが、その具体的内容については、歴史家は沈黙を守るのが普通であった。唯一の例外は正井章搾氏の

先に紹介 した 「ナチス商法学の 日本への影響」に関する研究であろう。そこでは、公益優先の時代的思

想に適合 した株式会社論や、 ドイツの1937年 株式会社法の影響が簡潔なが ら指摘 されている(29}。

それでは資本 ・経営分離 を主張 した革新官僚に対 して、ナチス的経済思想は内容的にいかなる影響を

与えていたか。 この問題は二つの側面をもっている。◎ナチス的経済思想における所有 ・経営分離の観

念の位置づけ、ナチス体制下でのその実現の程度。◎ 日本の革新官僚の資本 ・経営分離に関する認識と、
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③ との思想史上の関連。 ここではまず③について要点だけを述べよう。

① ナチス的経済観における自由主義的な資本主義の営利第一主義に対する批判(=い わゆる 「反資

本主義的1要 素)は 、ナチス運動の展開の中で重要な位置を占めていたが、それは 「労働なき所得の廃

止」、「利子奴隷制の打破」の項 目に最も強 く表明 されていた。批判の主たる対象に 目されたのは金融資

本(と くにユダヤ人金融資本)で あったが、同時にこの批判は、金融資本 による株式所得や株式投機 と

並んで、企業経営に関与せず、株式配 当あるいは株式価格変動にのみ関心をもつ株主 とその 「不労所得」

に対 しても向け られた。それは株式会社その もの、また株式会社の所有 と経営の分離のあ り方に関連 し

て くる。機能的 ・創造的ではない株主の権限や株式配当 ・株価変動による投機的利益に対 して、ナチス

は制限的ない し対立的な立場 をとることになったのである。

② 他方、ナスチは労働 ・勤労、創造的 ・生産的な経済活動、個人的イ ニシャチ ヴと責任 とを強調す

る。そ してこの観点か ら、株 式の所有に対比 して、企業活動 ・経営の役割が積極的に評価 される。それ

を担 う経営者 ・企業家に対 しては指導的な役割が賦与され、労働者は徒者 として協力することが求めら

れる。ナチス思想を特徴づけるいわゆる指導者原理(FUhrerprinzip)は 、従って、このような企業活動

における経営重視の観念 と密接に関連 していた㈱ 。

それ故同時代のB本 の法律学者(31)は、ナチズムにおける株式会社の匿名性に対する批判 とともに、「ナ

チス初期jに おける 「株式会社排撃論」の傾向に注 目する。 しか し、同時 に彼 らは株式会社に対す るナ

チスのこの否定的な立場は、政権掌握後には変化 し、株式会社の肯定へ と転換 したとみるのである。そ

のよ うな株式会社の是認を前提に して、ナチス体制の下で株式法改正への第一歩が踏み出 さたのは1934

年6月 であった。株式会社法の改 正は、まさに指導者原理 と責任 ある経営(verantwortlicheFUhrung)

とい うナチス的観点の下で検討 され、1937年1月 に「株式会社及び株式合資会社に関する法律」(株式法)と

して公布 される。 この株式法 は従来の株式会社の構造を大きく変 えるもの とな り、それは とくに取締役

の権限の拡大 とそれに応 じた株 主総会の権限の縮小に集約的に現われていた。取締役はもはや株主総会

の下位に立つ単なる業務執行お よび会社代表機関ではな く、自己の独立の権限と責任 とにおいて会 社を

指揮す る指導者 となった(32}。

だが株式法改正の問題は、株 式会社の「構造変革」(Strukturwandlung)を 背景 としてすでにワイマール

体制 の 下で論議 され てお り、そ の中 で と くに注 目され たのが ラー テナ ウに由来す る「企業 自体」

(Unternehmenansich)の 観念であった(33)。株式会社の経営における重役の指導的役割は、ナチス以前か

ら現実の中で有力な位置を占めは じめてお り、ナチスの法改正は、そのよ うな現実とこれまでの論議の

展開 を踏みはずす ことはな く、む しろそれを土台に してはじめて可能 となったのである。1937年 のこの

株式法が、ナチス政権崩壊後もそのまま存続 したの もそのような事情によるのである㈹。

所有 ・経営分離論は、この ようにナチス特有の観念ではなく、株式会社の構造変化 に伴ってそれ以前

か ら論ぜ られて来た問題で しかなかった。それはラーテナ ウの株式会社の機能転化 と経営重視論の延長

線上にあった。だが同時にわれわれは、この問題が、単に株式会社の構造変革、株式法の改正 との関連

においてだけでなく、資本主義の営利追求主義 に対する批判と結びつき、会社企業の公共性ない し社会
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性の認識 とそれに対応 した合理的な運営の社会的要請 と不可分の関係にあったこと、 さらにそれが国民

経済の共同経済的な構想 と一体となっていたことを知 っている。ナチスの「利子奴隷制打破」・r不労所得

排除」と結びついた「株式会社の株主批判」は、まさにこの意味においてナチス的経済思想の初期の内容を

特徴づける重要な要素であった。初期のナチス経済思想における 「反資本主義的」とされるこの要素は、

ナチス体制の下での資本主義的営利 の容認の現実 にもかかわ らず、一つのイデオ ロギーとしてなおそれ

な りの意味をもち続けたはずであった。株式会社法の改正にあたって、経営者の指導者原理が強調 され、

責任 ある経営が重視 されたことは、 このことと無関係ではなかったはず である。そしてナチス経済思想

のこの独 自性が、経済の 「新体制」を構想す る日本の知識人や革新的な官僚たちに、法学者 とは異なった

形で、影響を与えるにいたったと考えることは十分可能であろう国 。だがその際、所有 ・経営分離論を

基礎に しつっ、1潮時に国民経済の有機的編成 を構想する革新官僚にとって、この ようなナチス的観念 と

並んで、ま さに統制経済的な国民経済の編成や共同的な構成をめざす、向井らの自律企業論(株 主なき株

式会社論)が 、 日本の内部にすでに存在 していたことも事実であって、それが少なか らぬ意味をもったと

推論することも決 して困難ではないのである。

(4)革 新 官僚 と資本 ・経営 分離論

経 済新体制の企画に関与 した革新官僚の資本 ・経営分離論の特質は、先の中村 ・原両氏の研究や毛利

英於菟に関す る伊藤隆氏の研 究㈱ 、ほかによってその概要を知 ることができる。国民経済の統制経済的

編成 を構想す る毛利 は、f資本主義か ら解放 された新 しい国民経済」の下で「企業者」はもはや 「資本家」と

してではなく、 「企業技術者」としての地位をえると考えたとい う⑰ 。毛利の場合 も資本と経営の分離が

前提 とされ、後者 に決定的なウェー トがおかれていたと考えてよいだろ う。毛利 と並んで革新官僚の重

要な柱 となった美濃部洋次は、著書 『戦時経済体制講話』(橘=書店、1942年)に 収めた論文「経済新体制の

意義 と構造」の中で、いわゆる「資本 と経営の分離」の問題について 自身の考えをこう説明 している。

① 企業は資本 ・経営 ・労働(労 務)の 三要素か ら成 り立つ有機的結合体である。経済新体制確立要綱

のこの考えに対 して異論は唱へるものはいないだろう。

② 企業は資本 と労働 とを結合 し、これ を企業担当者が運営する。この経営担当者は会社形態にあっ

ては資本所有者により任免 され、資本を最 も有利に運営 し、利潤を多く獲得する責任 を資本所有者 に対

して負っている。

③ ところが新 しい経済の体制においては、企業は「国家綜合計画の下、国民経済の構成部分jをな し、

経営 協同体たる経済団体の組成分子 とい う立場にある。従 って経営はそれ自体、その地位の職分に応 じ

てなされねばならず、また自己の属す る経済団体の指導者に対 して、さらにそれを通 じて国家に対 して、

一定の公益的責任 を負 うことになる
。

④ 従 って経営担 当者はこの二方面に対する責任の限界が明瞭にされる必要があり、同時に公益的責

任担 当者 として 自ら経営を担当する 「企業それ 自体]の 運営に関する指導的立場を確立 しなければな ら

ない。
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⑤ 上の二方面に対す る責任の調整に関 して、国家に対する企業担当者の責任には限界が存在するか

ら、資本所有者に対す る責任についても限界を定めなけれ ばな らない。 これが配当制限である。つま り

資本所有に対する経営担当者の責任に対 して配 当の制限とい う形で一定の限界を設けた。

⑥ 同時に経済団体 の指導者に対 して企業担当者の任免 について関与で きる権限を認め、 これにより

経済団体の指導者の企業経営担当者に対す る指導権を明確にした。 、

以上の ように美濃部の資本 ・経営分離論は極 めて明確である。{a贋 本主義的経済関係を土台とし、私

的企業による 「民営」の原則に基づいて、 しかも 「企業それ 自体」・「経営それ 自体」、 「経営担当者」の

意義を基軸においている点。それは資本主義を決 して否定するものではなく(従 って 「反資本主義」で

はなく)、株式会社の構造転化 に対応 した資本主義の改良にほかならない。〔b}しか し、企業は、国家綜合

計画 と結合 した国民経済 と経営協同体=経 済団体の一構成部分 として編成 され、公益的責任を負 ってい

る。(c)またそのために株主(資 本所 有者)の 配 当制限が設定 されている。以 上の点において、資本 ・経

営 の分離は、独 自な意味を与えられてお り、革新官僚は、これ を 「新 しき経済の体制」の構想の中核に

位置づける。

革新官僚による 「新 しき経済の体制」 としてのこのよ うな資本 ・経営分離論は、すでに繰 り返 し述べ

たよ うに、ラーテナ ウ=向 井的な考えに酷似 し、それの延長線上にあるものと考え られる。 と同時に、

そこには、また企業の 「有機的結合体」、経営協同体=経 済団体、公益的責任 と創意、指導者、等のナチ

ス的観念が混在 してお り、ナチス思想の強い影響 をも見 ることができるのである。

さてナチス体制の下では、経営担 当者=取 締会の権限は株式会社法の改正(1937年)に よって強化さ

れた。だが 日本では、1938年 の株式会社法の改正は、む しろ逆に取締役等の職務義務違反に対する罰則

を強化 し、株 主総会の権限を拡大 した。改正事業に関与 した松本蕉治(1877～1954年 、東京帝国大学教

授、法制局参事官兼任)の 言葉によれば 「この ごろは何か新 しいイデオロギーに基づいてものをやるこ

とが流行 して居 る」が、「民法、商法の如き司法法規は左様な新 しいイデオ ロギーに基づいて先に立って

行 くべき筋合のものではあ りません」。 これが1938年 改正の観点であった(38)。当時大塚久雄は、『株式会

社発生史論』(1938年)で 、株式会社の 「専制的」形態か ら 「近代的民主型」への移行は、「民主的な構成

をもっ]株 式総会の完成によってなされることを明 らかに していた(39}が、このことに照 らして見るな ら

ば1938年 の 日本の株式会社法は、株主総会の権限を拡大す ることにより一ー一石井照久氏が指摘す るよ う

に一 「資本的民主主義の思想に胚胎す る機関構成」⑩ を強化 したのである。

しか し、 ことは決 して単純ではなかった。当時の日本においては周知のよ うに財閥資本による経済支

配、 とくに持株会社による企業支配がまさに問題 とされてお り、株 主総会の権限の拡大は、実質上、総

会の多数を把握する企業者株主の支配を強め、財閥支配の現状を強化 しかねない面を有 していたか らで

ある。だが他方でこ うした方向に対 して、当時の株式会社法の専門家、三藤正(大 倉高商教授)が 注 目し

たよ うに、株 式会社をとりまく諸条件は変化 しっつあ り、 とくに経済新体制確立要綱 における基本的原

則 を通 じて、会社法の性格は実質上 「変質」 し始 めていた。三藤は指摘す る。①その一つは会社の倫理

性の理念の強調であ り、これは外部的には会社の公共性の重視 として現われ る。すなわち公益優先 ・職
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分奉公の理念(こ れは営利性の否定ではない)と利潤適正化、独占利潤排除、また他方における企業担当

者の創意 と責任 とによる自主的経営の重視などの内外の倫理性 の明確化がそれである。 さらに経済団体

の職能の公共性を定め、その半ば官吏的理事者の指導的運営を提示 したことも注目され る。② もう一つ

は、統制会においては統制会所属の役員に対す る統制会会長の解任権が、産業団体 との関連において留

保 されていることである。③そ して営団。 こうして三藤は 「株式会社制度及び法は、そこで変質 しなが

ら新 しい一 しか もそれは決 して機械的 ・偶然的ではなく、その発展における本質的 ・必然的の結果であ

るところの一 腰闇商に当面していることを知った」と結論す る㈲。

他方、資本 と経営の分離、後者の優位に関連 して株主に対する配当の制限が実施 されたことは注目に

値する。国家権力による配当制限は、国家総動員法(1938年)の 第11条 の発動 として配当制限令が発令さ

れ、1939年4月 に実施 されたことに始まる。戦時体制強化の必要か ら行われたこの制限令は実際は増配抑

制に1ヒまっていたが、それは近衛第二次内閣の下で強化 され、1940年10月 に会社経理統制令 として公布さ

れた。 この制限令は、高率配当維持を一種の既得権 として認 めた従来の払込資本観念による制限令と異

な り、自己資本観念 にもとついてお り、この自己資本に対する8%を もって最高配当率としたのであるC42)。

国家による配当制限は、確に戦時経済体制の一環 として行われたのであるが、 しか し企画院官僚にと

ってはそれは資本 ・経営分離の観念 と一体となったものとして、従 ってまた単なる戦争経済の問題 とし

てではなく、新 しい 「経済体制」の問題 として受け止め られていたのであるく43)。その場合、美濃部洋次

が強調 した ように、それは決 して利潤原則 を否定するものではなく、その単なる修正の域を出ないもの

であった。 しかし多 くの人々は、配 当制限を、単に戦時超過利潤の抑制、産業犠牲の平等、あるいは赤

字公債の企業社内留保による消化などを目的 とした、戦時経済の一時的措置 としてばか りでなく、より

根本的に 「利潤統制」 として、つまり資本主義の本質である営利原則そのものへの国家的介入 として、

あるいは 「利潤」の 「利 子化」の構想への第一歩 として理解 したのであった。経済新体制の確立に当っ

て財界が怖れ、資本 ・経営分離論 を資本主義に対立す る 「アカの思想」 と彼 らが考えた理由はまさにこ

の点にあった。そ してそのよ うな利潤統制 ・経理統制の現実化の中に新たな経済体制の可能性 を求める

考え方が当時存在 していた ことも事実であ ったのである。

こ うして資本 ・経営分離の問題は、単なる株式会社の改革あるいは株式会社法の改正の問題 をこえて、

会社企業の営利追求に対す る抑制、それ による企業経営それ 自体の合理的運営 と公共性 ・公益性の実現

とい う観念に結びついたのである。それは 自由放任主義的資本主義の修正、国家的統制による国民経済

の有機的編成の構想の中に位置づけられ ていた。その構想は、戦時経済体制の下における企業経営 と営

利性 との関係、 とりわけ最重要問題たる生産力拡充と営利原則 との関係で問題 となるばかりでなく、自

由放任主義の後にくる親 しい経済体制の理念 とも結合 していた。マーシャル的な経済騎士道論に対する

ホモ ・エ コノミクスの限界論、経済人の終焉の議論が、新 しい統制経済段階における新 しい経済倫理の

創出の議論 と結びついて展開するのもこの ような状況 と密接に関連 していたのである働。「資本 と経営の

分離」や 「企業それ 自体s、f会 社それ自体」の観念が、戦後改革の中で、経済民主化に結びついて論ぜ

られる背景には、この ような歴史的過程が存在 したのである。その結果、戦後 日本 において、経営者的

一91一



第41巻 第2号2003年3月

資本主義がどのような形で展開 したか、またそれが産業的官僚制の展開をいかに強め、また中西寅雄た

ちが指摘 したように金融資本の支配を新たな形でどのように加速 したか、が問題 となるだろ う㈲。

(1)岡 崎 哲二 ・奥野正 寛編 『現代 日本経 済 システ ムの源 流』 円本経 済評論社 、第4章 、116頁 以 下 、126

頁以 下。 岡崎 「戦時 計画経 済 と企業 」東京 大学社会科学 研究所編 『現代 日本社 会』4、 東京 大学 出版

会、1991年 。ま た一般書 で あるが、小林 英夫著 『「日本株 式会社 」を創 った男』小学館 、1995年 、lg96

年(3刷)、 「は じめ に」、第10、12章 を も参照。小林 氏は 「資 本 と経営 の分離」の構想 を、 日浦 財 政経

済研究 会 とその中心 的人物 宮崎正義 に結 びつけて捉 えてい る。

(2)岡 崎 哲 二 ・菅 山真 次 ・西沢保 ・米倉 誠一郎著 『戦 後 日本経済 と経済 同友会』岩 波書店 、1996年 、第

1章(菅 山)2頁 。 「企 業民主化 試案」 と大塚 萬丈 の詳細 に関 して、春 見濤 子 「敗 戦 直後 日本 にお ける

経済 民主 主義 論 の諸論点j『 宮城学 院女子大学 人文社 会科学論 叢』第11号 、2eo2913A、 参照。

(3)浅 井 良夫 著 『戦後改 革 と民主主義 一経済復 興か ら高度成 長へ 一』吉川 弘文館、2001年 、129頁 以 下。

(4)大 隈健一 郎著 『株 式会社法 変遷 論』有斐 閣,1953年,1956年 、奥島孝康 「昭和13年 商法改 正」倉沢 康

一郎 ・奥島孝 康編 『昭和 商法 学 史』 日本評論 社
、.1996年 、 正井章搾著 『西 ドイ ツ企 業法 の基本 問題 』

成文 堂 、1989年 、 第3章 、同fナ チス 商法学 のH本 への影響 」倉沢 ・奥島編 、 前掲書、 ほか。

(5)晴 山英 夫 「わが国 にお ける株 式会社 支配論の展 開(上)(下)」 『商経論 集』第16巻3・4号 、1981年3

月 、第17巻2・3号 、1982年IH,本 文前掲 拙稿 「戦前 日本の統 制経 済論 と ドイ ツ経済 思想 」、同fド イ

ツ資本 主義転 化論 と 日本 への影響 」、及 び上記注(4)の 諸研 究を参照。

(6)上 田辰 之助 「上 田博 士の企業者職 分論 」上田貞 次郎 博士記 念論文集 編纂委 員会編 『経営経 済の諸 問

題 』科 学主義 工業社 、1942年 、また晴 山、前掲論 文(上)、170頁 以 下、鈴木 芳徳 著 『株式会 社の経済

学説』新評論 、1983年 、第3章 第1節 。 なお上田貞 次郎 につい ては西沢 保 「上 田貞次郎の経 済思想 」杉

原 四郎 編 『近代 日本 とイ ギ リス思想 』P本 経 済評論 社、1995年 、参照。

(7)晴lll、 前掲 論文(上)、195頁 。

(8)向 井鹿 松著 『統制経 済原理 』改造祉 、1933年 、第12章 。

(9)小 島精 一著 『企業統 制論』 千倉書房 、1930年 、1934年 、第1編4章 。晴 山、前掲 論文(上)、192頁 以

下。小 島 とは別 に同 じ頃 中西 寅雄 が 「所有 と経営の分離 」の 考えに対 して理 論的 な批判 を展 開す る。

その詳 細な内 容 と問題 点 につ いて は、晴 山氏の前掲論 文のす ぐれ た分析 を参照。

〈10)中 西 寅雄 「経営構 造の変化 と トップ ・マネ ジ メン トの役 割 」中村常次郎 ・大塚 久雄 ・鍋 島達 ・藻利

重隆編 『現代経営 学 の研 究』(柳 川昇先 生還暦記念 論文集)日 本生産性本 部 、1968年 。

(i1)W・Rathenau,Vonl{ommendenDingen,in:GesammelteSchriften,Bd.3,Berlin1929,特}こS .150ff.

ラー テナ ウにっい ては吉 田和夫著 『ドイツ合理化運動 論』 ミネル ヴァ書房 、1976年 、第1部1章 、小

野 清美著 『テ クノ クラー トの世 界 とナ チズ ム』同 、1996年 。

(12)W.Rathenau,DieneueWirtschaft,in:Gesa㎜elteSchriften,Bd.5,

(13)w.Rathenau,Autonomewirtschaft二Jena1919.
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(14)大 隈 健 一 郎 「株 式 会 社 の 基 本 観 念 に関 す るハ ウ スマ ンの 見 解(一)」 『法 学 論 叢 』第27巻4号 、1932
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(15)T.Veblen,AbsenteeOwnersh1pandEnterprise,1923.な お 、 こ の書 物 は 、1940年 に 『ア メ リカ
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(19)上 田 辰 之 助 、 前 掲 論 文 、33頁 以 下 。

(20)大 隈 、 前掲 論 文 、581頁 。

(21)J.M.Keynes,TheEndofLaissez-faire,in:TheCollectedwritjngsofJohnMaynardKeynes,

1931,1.ed,,1972,pp.272,特 にpp.287,邦 訳 『ケ イ ン ズ全 集 』 第9巻 〔宮 崎 義 一 訳 〕 東 洋 経 済 新 報

社 、1981年 、344頁 以 下 。

(22)A.Marsha]1,Thesocia▲possibilitiesofeconomicchivalry,in:TheEconomicJournal,March
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